
 

 

山形県男女共同参画センター チェリアの情報をお伝えする「チェリア・ニュース」。             

男女共同参画に関する話題、チェリアで行う講座や事業のお知らせと報告、今後の予定や新着

図書の紹介など『チェリアの旬』を随時発行します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェリアの男性セミナーを開催します。今年度は山形市の『特別養護老人ホーム ながまち荘』にて

デイサービスの見学と男性介護士の方の体験談、在宅で介護をしている男性の現状、等を伺います。 

高齢化が進む現代社会では、男女を問わず誰もが介護する立場になる可能性があります。 

やがて来るそのときのための心構えや準備について、見て・聞いて・考えてみませんか。 

 

 

男性セミナー『男性が行う介護～ひとりで頑張らないために～』を開催します 

 

2 月号 

2016 

 

No.２8 

 

山形県男女共同参画センター 

☆ライフコンパス☆ 体験学習に参加してみませんか 好評！ 

日 時  平成 28 年 3 月 5 日（土） ９：３０～１２：３０ 

会 場  遊学館 2 階（山形市緑町 1-2-36） 

参加費  無料・要申込み 

問合せ・申込み  山形県男女共同参画センター チェリア（℡ 023－629－7751） 

 ※就職の紹介は行っておりません 

働きたいけど自分に何が出来るのか分からない、希望する仕

事に就けない等、仕事や就職について悩みをお持ちの方にお勧

めの体験学習『ライフコンパス』を開催します。 

普段なかなか向き合う機会がない“自分”と向き合い、より

深く自分を理解して将来のことを考えてみませんか。 

希望される方は午後から、仕事や就職の悩み相談『キャリア

カウンセリング』（個別相談）にもご参加いただけます。 

日 時 平成２８年３月１２日（土） 10：００～１２：００ 

会 場 特別養護老人ホーム ながまち荘（社会福祉法人恩賜財団 済生会支部山形県済生会） 

（所在地 山形市長町 751 番地） 

内 容 デイサービスの見学、男性介護士の体験談、在宅で介護をしている男性の現状や課題、 

ながまち荘の取り組みの紹介 等 

対 象 県内にお住まいで、当日会場に直接来れる方 

定 員 先着３０名 （参加費：無料・要申込み） 

山形県男女共同参画センター チェリアまで 電話かＦＡＸでお申込みください 

（電話：０２３－６２９－７７５１  ＦＡＸ：０２３－６２９－７７５２） 

男性だけでなく女性、ご夫婦での 

参加も大歓迎です 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

『男性ほっとライン』 男性のための専用電話相談を行っています 

発行日 平成２８年２月１７日 

発 行 山形県男女共同参画センター チェリア 

山形市緑町一丁目２番３６号(遊学館２階) 

電話 ０２３－６２９－７７５１  

ＦＡＸ ０２３－６２９－７７５２ 

ＨＰ http://yamagata-cheria.org/ 

昨年 12 月 16 日に、夫婦別姓（正式には姓を氏という）を認めない民法の規定は憲法に

違反するかどうかが争われた訴訟で、最高裁大法廷は合憲と判断を下しました。 

現在の民法のもとでは，結婚するとどちらか一方が必ず姓を改めなければなりません。

つまり夫婦同姓を強制しており、現実には，圧倒的多数（96％）が男性の姓を選んでいま

す（旧民法の「家」制度からの根強い慣習といえます）。結婚して改姓することによって、

仕事上、不便や不利益を感じる人がいたり、改姓したくない人の道を開く「選択的夫婦別

氏」を認めて欲しいという要求だったわけです。 

15 人の裁判官のうち、合憲の意見だった 10 人の多数意見が「旧姓の通称使用で緩和で

きる」としたことに対し、３人の女性裁判官を含む５人は以下のように反論しました。 

○女性のみが自己喪失感などの負担を負っており、例外規定を認めないことは憲法が保

障する「個人の尊重」や「男女の平等」に根ざしていない。 

○同姓でない結婚をした夫婦は破綻しやすい、あるいは夫婦間の子の成育がうまくいか

なくなるという根拠はない。 

○1996 年、法相の諮問機関「法制審議会」は選択的夫婦別姓を盛り込んだ民法改正案

を示した、又、国連の女性差別撤廃委員会も 2003 年以降、繰り返し法改正を勧告してき

た。このこと自体が憲法違反であることを示している、等々。 

女性の裁判官がもっと多かったら結果はどうなっていたのか、興味津々です。近い将来

に国会で議論されることを期待したいものです。

 男性は、悩みごとがあっても誰にも話せず、一人で抱え込んで頑張りすぎてしまう傾向があるとい

われています。それにより、深刻な事態に発展してしまう場合もあります。 

仕事や家庭のことなど、様々な悩みや不安を打ち明けてみませんか。話すことにより気持ちが整理

できたり、軽くなることもあります。秘密は固く守られます。 

男性相談員が電話で相談をお受けします。（「山形いのちの電話」にご協力いただいています。） 

日  時  毎月第１・第２・第３水曜日 １９：００～２１：００ 

相談方法  電話（電話相談のみ・面談相談は行っておりません） 

電  話  ０２３-６４６-１１８１ （相談は無料です） 
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